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第１ 基本的な事項 

１．むつ市の概況 

（１）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

① 自然 

  本市は、本州最北端の下北半島中央部に位置し、東に東通村、南に横浜町、北西に大間 

 町、風間浦村及び佐井村と接している東西約 55 ㎞、南北約 35㎞にわたる行政区域 864.20 

 ㎢は、県内最大となっている。 

  その地勢は、市の中央部及び東部は平野など比較的なだらかな広がりを見せるが、北部 

 及び西部は恐山山地や台地が海岸近くまで迫る山岳地形となっている。また、下北半島国 

 定公園の広範囲にわたる部分が市域に存在し、各地に風光明媚な景色や温泉が見られるな 

 ど、豊かな自然の恵みを受けている。 

  一方、冬季の積雪は平野部や海岸部でおおむね 70 ㎝ほどであり、降雪期間は 12 月から 

 ３月までと長く、また、夏季には農作物に悪影響を及ぼす「ヤマセ」と呼ばれる冷たい偏 

 東風が吹き、年間を通して冷涼な気候である。 

  過疎地域に指定されている３地域は、それぞれむつ市の北部及び西部に位置する津軽海 

 峡と陸奥湾に面した農山漁村地帯で、面積は約 618 ㎢と、市全体の約 72％を占めているが、 

 その約 90％が森林である。 

 

② 歴史 

  本市は、昭和 34 年９月、大湊町と田名部町が合併して県内で８番目となる市制を施行し  

 「大湊田名部市」となり、昭和 35 年８月に全国で初めてのひらがな名称の「むつ市」に改 

 称した。 

  平成 17 年３月 14 日に、ホタテ養殖等の漁業を中心としたまちづくりを進めてきた川内 

 町、室町時代から続いているヒバ材搬出等の林業及びイカを中心とした漁業によりまちづ 

 くりを進めてきた大畑町、鱈とともに歩み、まちづくりを進めてきた脇野沢村の２町１村 

 を編入合併して現在に至っている。 

 

○川内地域 

   本地域は、明治 22 年４月、市区町村制の施行により、川内村、桧川村、宿野部村及び 

  蛎崎村の４か村が合併して「川内村」となった。大正６年 10月に町制を施行し、平成 17  

  年３月 14 日の廃置分合によりむつ市へ編入合併した。 
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○大畑地域 

   本地域は、明治 22 年４月、市区町村制の施行により、大畑村と正津川村が合併して「大 

  畑村」となった。昭和９年５月１日に町制を施行し、平成 17 年３月 14 日の廃置分合に 

  よりむつ市へ編入合併した。 

 

  ○脇野沢地域 

   本地域は、明治 22 年６月、市区町村制の施行により、脇野沢村と小沢村が合併して「脇 

  野沢村」となった。平成 17 年３月 14 日に廃置分合によりむつ市へ編入合併した｡ 

 

③ 社会・経済 

  本市の産業別人口の推移をみると、令和２年では、第一次産業が平成 17 年から 2.9 ポイ 

 ント減の 5.0％、第二次産業は平成 17年から 3.7 ポイント減の 19.3％と減少傾向となって 

 いる一方で、第三次産業は平成 17 年から 6.0 ポイント増の 74.3％と増加傾向となってい 

 る。 

  ３地域については、基幹産業である第一次産業の長年にわたる不振に加え、第二次産業 

 の低迷により、第三次産業の割合が大きくなっている。今日の市民生活や産業・経済活動 

 は、モータリゼーションの進展に伴い広域化、ボーダレス化しているが、３地域は半島部 

 で遠隔地にある地理的条件から、隣接する都市との時間的、距離的な隔たりは依然として  

 大きい状況にある。 

 

（２）過疎の状況 

  本市の人口は、昭和 60 年の 71,857 人をピークに減少傾向にあり、令和２年に 17,754 人 

 減少して 54,103 人となっている。このうち３地域の総人口は 10,529 人で、昭和 55 年の 

 23,957 人と比較して 56.1％減と大きく減少している。また、３地域における令和２年の若 

 年者（15～29 歳）比率は 7.0％であり、人口に占める割合は減少傾向となっている一方で、 

 高齢者（65歳以上）比率は 47.6％であり、人口が減少する中にあっても大きく増加してい 

 る。 

  過疎化の主な要因としては、基幹産業である第一次産業の長年にわたる不振・低迷、就 

 業に結びつく他の産業が少ないことなどによる雇用・生業確保の問題が挙げられ、結果と 

 して若者や働き手の流出、出生率の低下につながり、現状のまま推移した場合、人口減少 

 はさらに加速していくと考えられる。 

  これまでの過疎地域対策では、水産業施設整備、農業基盤整備、観光基盤整備、地場資 

 源を活用した地場産業整備等の産業の振興を図るための基盤整備、道路整備を始めとした 

 交通基盤整備や下水道整備等の生活基盤整備を進め、一定の成果を上げてきたが、人口減 

 少に歯止めはかかっておらず、引き続き、産業の振興、交通基盤及び生活基盤の整備を図 

 るとともに、人口減少及び少子高齢化社会への多様な対策、取組が重要な課題となってい 

 る。 
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（３）社会経済的発展の方向 

  ３地域は、それぞれ海に面しており、漁業が盛んな地域である。漁業や林業等の第一次 

 産業が基幹産業であるが、社会的な産業構造の変化に伴い、就業者が第三次産業へシフト 

 するとともに、担い手不足等により、第一次産業の就業人口は年々減少している。 

  本州最北端に位置する本市は、地理的条件が厳しく、特に３地域では人口減少や少子高 

 齢化のため、地域内を運行する交通事業者が減少しており、運転手不足や路線バスの廃止 

 等といった、交通体系の維持が課題となっている。 

  『青森県基本計画「青森新時代」への架け橋』では、下北地域の取組方針として、「地域 

 の特性を生かした農林水産業の体質強化」と「地域で連携して取り組む持続可能な観光の 

 推進」を掲げている。 

  今後も農林水産業について、担い手の育成・確保を図りつつ、３地域の特性を生かした 

 付加価値の創出に取り組むとともに、下北ジオパークを始めとした地域の魅力を活用した 

 観光振興により交流人口及び関係人口の拡大を図るなど、持続可能な地域づくりを戦略的 

 に推進していく。 

 

（４）地域資源を活用するジオパークの取組 

  ジオパークは、ユネスコの事業であり、地球の歴史が分かる貴重な地質遺産や地域資源 

 を保全しつつ観光等に活用する、持続可能な地域を目指す取組である。日本では、国内認 

 定された48地域がジオパークの取組を推進しており、下北地域は平成28年に日本ジオパー 

 クに認定された。 

  地域住民の生涯学習や学校教育を通してジオパークの取組や地域資源の良さを学び、郷 

 土愛の醸成と将来の担い手づくりに貢献している。また、地域資源の価値の説明を含めた 

 ガイドツアーや認定商品制度を通して地域の価値（ブランド力）の向上を目指し、持続可 

 能な地域づくりに貢献している。 

 

 

２．人口及び産業の推移と動向 

（１）人口の推移と動向 

  令和２年の本市の人口は 54,103 人で、３地域では過疎化の進行等により、昭和 55 年の 

 23,957 人から令和２年には 10,529 人と 56.1％の減となっており、今後においても引き続 

 き人口減少が懸念される状況にある。 

  年齢階層別の人口推移では、令和２年の若年者比率が 10.9％と低下しているのに対し、 

 高齢者比率が全国平均の 28.4％を上回る 33.7％と高くなっており、少子高齢化が顕著と 

 なっている。 

  なお、世帯数については核家族化の進行等により、人口の減少と相反して昭和 55 年の 

 20,859 世帯から令和２年には 24,077 世帯と増加傾向にある一方で、１世帯当たりの平均 
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 人員については、昭和 55 年の 3.4 人が令和２年には 2.2 人まで減少している。 

 

地域別人口の推移と動向 

○川内地域 

  国勢調査による本地域の人口は、昭和 55 年 7,890 人、平成２年 6,881 人、平成 17 年  

 5,117 人、平成 27 年 3,906 人、令和２年 3,332 人となっており、昭和 55 年から令和２年 

 までの 40 年間の減少率は 57.8％となっている。 

  若年者比率は、昭和 35 年の 23.2％をピークに減少傾向にある一方、高齢者比率は著し 

 く増加し、令和２年で 48.0％となっている。また、世帯数はピークの平成２年で 2,182 世 

 帯、令和２年で 1,469 世帯となっている。 

 

 ○大畑地域 

  国勢調査による本地域の人口は、昭和 55 年 12,328 人、平成２年 10,084 人、平成 17 年  

 8,418 人、平成 27 年 6,845 人、令和２年 5,976 人となっており、昭和 55 年から令和２年 

 までの 40 年間の減少率は 51.5％となっている。 

  若年者比率は、昭和 45 年の 24.8％をピークに減少傾向にある一方、高齢者比率は著し 

 く増加し、令和２年で 45.0％となっている。また、世帯数はピークの昭和 55 年で 3,324 世 

 帯、令和２年で 2,625 世帯となっている。 

 

 ○脇野沢地域 

  国勢調査による本地域の人口は、昭和 55 年 3,739 人、平成２年 3,202 人、平成 17 年 

 2,280 人、平成 27 年 1,523 人、令和２年 1,221 人となっており、昭和 55 年から令和２年 

 までの 40 年間の減少率は 67.3％となっている。 

  若年者比率は、昭和 40 年の 23.3％をピークに減少傾向にある一方、高齢者比率は著し 

 く増加し、令和２年で 58.7％となっている。また、世帯数はピークの昭和 60 年で 977 世 

 帯、令和２年で 608 世帯となっている。 
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表１－１ 人口の推移（国勢調査） 

【むつ市全体】 

区  分 

昭和 

55 年 
平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総     数 
      人 

 71,567 

      人 

 68,637 

   ％ 

△4.1    

      人 

 64,052 

   ％ 

△10.5    

      人 

 58,493 

   ％ 

△18.3   

      人 

54,103 

   ％ 

△24.4  

 0 歳～14 歳  18,549  14,531 △21.7 9,408 △49.3  7,007 △62.2 5,714 △69.2 

15 歳～64 歳  46,712  45,096 △3.5     40,373 △13.6  33,885 △27.5  29,283 △37.3 

 うち 

15 歳～29 歳(a) 

 

14,648  

 

 12,021 

 

△17.9   

 

 8,957 

 

△38.9  

 

 6,841 

 

△53.3 

 

5,902 

 

△59.7 

65 歳以上(b)   6,306   8,988 42.5     14,271 126.3     17,326 174.8   18,249 189.4 

   (a)/総数 

 若年者比率 

％ 

20.5    

％ 

  17.5 

  

   － 

％ 

   14.0 

  

   － 

％ 

   11.7 

 

    － 

％ 

10.9 

  

   － 

   (b)/総数 

  高齢者比率 

％ 

    8.8 

％ 

    13.1 

  

   － 

％ 

    22.3 

  

   － 

％ 

    29.6 

 

    － 

％ 

33.7 

 

    － 

 

 

【３地域】 

区  分 

昭和 

55 年 
平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総     数 
人 

23,957 

人 

20,167 

％ 

△15.8 

人 

15,815 

％ 

△34.0 

人 

12,273 

％ 

△48.8 

人 

10,529 

％ 

△56.1 

 0 歳～14 歳 5,848 3,764 △35.6 1,814 △69.0 1,053 △82.0 728 △87.6 

15 歳～64 歳 15,597 12,967 △16.9 9,085 △41.8 6,153 △60.6 4,775 △69.4 

 うち 

15 歳～29 歳(a) 

 

4,586 

 

3,027 

 

△34.0 

 

1,757 

 

△61.7 

 

939 

 

△79.5 

 

733 

 

△84.0 

65 歳以上(b) 2,512 3,436 36.8 4,916 95.7 5,042 100.7 5,013 99.6 

   (a)/総数 

 若年者比率 

％ 

19.1 

％ 

15.0 

 

－ 

％ 

15.6 

 

－ 

％ 

11.2 

 

－ 

％ 

7.0 

 

－ 

   (b)/総数 

  高齢者比率 

％ 

10.5 

％ 

17.0 

 

－ 

％ 

31.1 

 

－ 

％ 

41.1 

 

－ 

％ 

47.6 

 

－ 

 ※総数に年齢不詳の数を含んでいるため、各年齢階層の合計は必ずしも総数と一致しない。 
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【むつ市全体】               【３地域】 

                      

 

 

 

 

 

 

                                           

 

表１－２ 人口の推移（住民基本台帳） 

【むつ市全体】                            （単位：人、％） 

区  分 
昭和 55 年 平成 17 年３月 31 日 平成 27 年３月 31 日 

実 数 構成比 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 74,587 100.0 67,342 － △9.7 60,966 － △18.3 

男 37,090 49.7 32,823 48.7 △11.5 29,554 48.5 △20.3 

女  37,497 50.3 34,519 51.3 △7.9 31,412 51.5 △16.2 

 

区  分 
令和２年３月31日 令和７年３月31日 

実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 56,244 － △24.6 50,959 － △31.7 

男 27,298 48.5 △26.4 24,859 48.8 △33.0 

女 28,946 51.5 △22.8  26,100 51.2 △30.4 

 

【３地域】                               （単位：人、％） 

区  分 
昭和 55 年 平成 17 年３月 31 日 平成 27 年３月 31 日 

実 数 構成比 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 24,683 100.0 17,315 － △29.9 13,522 － △45.2 

男 12,178 49.3 8,242 47.6 △32.3 6,333 46.8 △48.0 

女 12,505 50.7 9,073 52.4 △27.4 7,189 53.2 △42.5 

 

区  分 
令和２年３月 31 日 令和７年３月 31 日 

実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 11,521 － △53.3 9,660 － △60.9 

男 5,403 46.9 △55.6 4,529 46.9 △62.8 

女 6,118 53.1 △51.1 5,131 53.1 △59.0 



- 8 - 

 

（２）人口の見通し 

総人口と年齢３区分別人口の推移等 

 

 【出典】 

   昭和55年（1980年）～平成27年（2015年）総務省「国勢調査」 

   令和２年（2020年）～令和27年（2045年）社人研「日本の地域別将来推計人口」 

   ※年齢３区分別人口とは、15歳未満の「年少人口」、15歳以上65歳未満の「生産年齢人口」、65歳以上の   

   「老年人口」で構成されている。                       

                                      資料：むつ市人口ビジョン 

 

  本市の人口は昭和 60 年（1985 年）まで増加していたが、平成 27 年（2015 年）10月時点 

 の国勢調査では 58,493 人となっている。社人研による人口推計では、この傾向のまま推移 

 すると令和 27 年（2045 年）には 37,851 人になり、平成 27 年（2015 年）と比較して 2万 

 人以上、率にすると 35.3％減少すると予測されている。 

  その内訳の年齢３区分別人口割合をみると、総人口ピーク時の昭和 60 年（1985 年）には 

 10.44％だった老年人口は平成 7年（1995 年）から平成 12 年（2000 年）の間に年少人口を 

 上回り、平成 27年（2015 年）には 29.62％まで上昇、年少人口は老年人口とは逆に 24.19％ 

 から 11.69％にまで低下、生産年齢人口は 65.37％から 57.93％まで低下した。人数でみる 

 と老年人口の約１万人増加に対し、年少人口・生産年齢人口はそれぞれ１万人以上減少し 

 ている。このまま 30年が経過すると、令和 27 年（2045 年）には年少人口が約 4,000 人減 

 少し 8.39％となり、老年人口は約 1,000 人増加し 44.19％、急低下する生産年齢人口は約  

 1.7 万人減少し老年人口に近い 47.42％と推計される。 

  このように年少人口・生産年齢人口が減少し、老年人口が増加する中、本市の人口は昭 

 和 60 年以降のバブル経済の訪れとともに人口が都市へ流出したことを契機に、国全体の増 

 加傾向とは逆に減少していった。その後も転出超過による人口減少も顕著となり、このま 

（人） （％） 
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 まの状況が続くと人口は急速に減少することから、引き続き、人口の流出や出生数の減少 

 に歯止めをかける対策が必要となる。 

 

本市総人口の将来展望 

     

                                                                            資料：むつ市人口ビジョン 

 

  本市の総人口について、社人研の将来推計に準拠すれば、2060 年には 27,398 人にまで 

 減少するとされているが、2060 年以降においても、2000 年に施行された市町村合併の特例 

 等に関する法律に基づき、2010 年までの間の市制要件として規定されていた「人口３万人 

 以上」を維持することを目指す。 

 

 ＜仮定＞ 

 〇2010 年時点で 1.67 である合計特殊出生率が、2020 年に 1.71、2030 年に 1.89 と緩やか 

 に回復し、2040 年以降は人口置換水準である 2.07 を維持すると仮定 

 〇2017 年時点で 631 人の社会減が、2040 年に向けて緩やかにゼロになり、その後も維持さ 

 れると仮定 

 

 

 

 

 

 

（人） 

（年） 
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（３）産業の推移と動向 

  本市の産業就業人口比率の推移を見ると、昭和 55 年は第一次産業 14.9％、第二次産業 

 26.3％、第三次産業 58.8％に対し、令和２年は第一次産業が 5.0％、第二次産業が 19.3％ 

 に減少している一方で、第三次産業は 74.3％に増加しており、産業構造は第一次産業から 

 第三次産業へと大きくシフトしている。 

 

地域別の産業の推移と動向 

○川内地域 

  国勢調査による本地域の第一次産業及び第二次産業の就業人口比率は、昭和 55年と令和 

 ２年を比較すると、それぞれ 11.7 ポイント減の 19.6％、12.8 ポイント減の 22.5％となっ 

 ている。これは、農林業者の高齢化や後継者不足により就業人口が減少したことや、漁業 

 では価格の低迷等により漁業経営が悪化したことに加え、それに伴う加工産業等の衰退や 

 全国的な第二次産業の縮小と同様に、減少傾向にあるものと考えられる。 

  第三次産業の就業人口比率については、昭和 55 年と令和２年を比較すると、21.0 ポイ 

 ント増の 54.4％となっており、産業構造は第三次産業に移行している。 

 

○大畑地域 

  国勢調査による本地域の第一次産業及び第二次産業の就業人口比率は、昭和 55年と令和 

 ２年を比較すると、それぞれ 14.8 ポイント減の 8.0％、3.2 ポイント減の 31.6％となって 

 いる。これは、イカ漁の不振・低迷が長期にわたり漁業者が減少したことに加え、それに 

 伴う加工産業等の衰退や全国的な第二次産業の縮小と同様に、減少傾向にあるものと考え 

 られる。 

  第三次産業の就業人口比率については、昭和 55 年と令和２年を比較すると、17.1 ポイ  

 ント増の 59.5％となっており、産業構造は第三次産業に移行している。 

 

○脇野沢地域 

  国勢調査による本地域の第一次産業及び第二次産業の就業人口比率は、昭和 55年と令和 

 ２年を比較すると、それぞれ 10.9 ポイント減の 25.2％、14.9 ポイント減の 18.9％となっ 

 ている。これは、本地域の主力産業である漁業の低迷・不振と、農業者の高齢化及び後継 

 者不足が大きく影響していることに加え、それに伴う加工産業等の衰退や全国的な第二次 

 産業の縮小と同様に、減少傾向にあるものと考えられる。 

  第三次産業の就業人口比率については、昭和 55 年と令和２年を比較すると、25.2 ポイ 

 ント増の 55.3％となっており、産業構造は第三次産業に移行している。 
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表１－３ 産業別人口の動向（国勢調査） 

【むつ市全体】 

区  分 
昭和 55 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実  数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総     数 
      人 

 31,707 

      人 

 30,994 

   ％ 

△2.3  

      人 

 34,430 

    ％ 

8.6  

      人 

 26,565 

    ％ 

△16.2 

      人 

 24,989 

    ％ 

△21.2  

第一次産業 

就業人口 
4,722    3,532 △25.2    2,709 △42.6     1,386 △70.6  1,258 △73.4  

第二次産業 

就業人口 
8,350  7,574  △9.3    7,913    △5.2      5,591 △33.0    4,835 △42.1    

第三次産業 

就業人口 
18,627    19,879 6.7      23,529 26.3       19,002 2.0    18,568 △0.3    

 

 

【３地域】 

区  分 
昭和 55 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実  数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総     数 
      人 

 10,530 

      人 

 9,164 

   ％ 

△13.0 

      人 

5,598 

    ％ 

△46.8 

      人 

 5,141 

    ％ 

△51.2 

      人 

 4,504 

    ％ 

△57.2 

第一次産業 

就業人口 
2,927 2,117 △27.7  809  △72.4  687 △76.5 604 △79.4  

第二次産業 

就業人口 
3,661 3,093 △15.5   1,620 △55.7    1,497 △59.1  1,234 △66.3  

第三次産業 

就業人口 
3,939 3,951 0.3    3,164 △19.7    2,915 △26.0    2,627 △33.3    

 ※総数に分類不能の数を含んでいるため、就業人口の合計数と総数は必ずしも一致しない。 
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３．行財政の状況 

（１）行財政の状況 

  平成17年３月14日の市町村合併により県内最大の面積を有する新むつ市となって以降、 

 ３地域に分庁舎を設置し、本庁舎との相互連携のもと、行政サービス体制の維持向上に努 

 めてきた。 

  本市を取り巻く財政環境は、歳入においては、使用済燃料中間貯蔵施設の事業開始に伴 

 う使用済燃料税の課税により、長期にわたる安定した自主財源の確保が見込まれるものの、 

 歳出においては、人事院勧告による人件費の増加や、電気、燃料及び物価の高騰による影 

 響に加え、むつ市防災食育センター建設事業を始め、一部事務組合が実施する新ごみ処理 

 施設建設事業など、複数の大規模事業実施に伴う公債費の負担が増大する見込みであり、 

 厳しい状況となっている。また、行政面積が広大で人口密集地間の距離が離れていること 

 から、市内５箇所に消防署・消防分署が点在し、消防機能維持に多額の費用が生じている 

 ほか、除排雪に要する経費についても例年の課題となっている。 

  さらに、弘前大学医学部附属病院、青森県立中央病院等の青森県内中核病院から２時間 

 以上を要することから、下北地域の医療を一部事務組合下北医療センターむつ総合病院で 

 完結する必要があり、救急医療体制、高額な医療機器等の整備や医師確保に要する費用な 

 ど多額の繰出金が生じている。 

  こうした中で、行政改革推進等の財政健全化のための対策を実施し、平成 22 年度から令 

 和２年度までの間に将来負担比率が 234.8％から 150.6％に改善するなどの効果が出てい 

 る。行政サービス体制の維持向上のためには、地域経済の活性化を図る施策の展開が必要 

 不可欠である。各種施策の改善や行政改革を間断なく進め、財政の見通しを前提とした効 

 率的かつ効果的な行政施策の展開が必要である。     
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表２－１ 市町村財政の状況                       

                                  （単位：千円、％） 

                            （出典：地方財政状況調） 

区     分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和２年度 

歳  入  総  額 Ａ 

 一般財源 

 国庫支出金 

 都道府県支出金 

 地方債 

  うち過疎対策事業債 

 その他 

歳 出 総 額 Ｂ 

 義務的経費 

 投資的経費 

  うち普通建設事業 

 その他 

 過疎対策事業費 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 

 実 質 収 支 Ｃ－Ｄ 

38,018,462 

18,590,853 

6,093,410 

3,966,354 

5,538,203 

114,800 

3,829,642 

37,416,956 

14,032,971 

6,207,874 

6,207,874 

17,176,111 

1,561,978 

601,506 

179,889 

421,617 

34,221,703 

18,799,761 

6,209,257 

3,539,772 

2,588,475 

474,500 

3,084,438 

33,744,732 

14,574,546 

3,644,134 

3,644,134 

15,526,052 

619,584 

476,971 

9,195 

467,776 

44,096,097   

18,518,113 

13,916,427 

2,773,649 

3,396,526 

423,400 

5,491,382 

43,715,231 

14,930,652 

3,520,020 

3,520,020 

25,264,559 

618,457 

380,866 

43,238 

337,628 

財政力指数 

公債費負担比率 

実質公債費比率 

起債制限比率 

経常収支比率 

将来負担比率 

地方債現在高 

0.386 

15.8 

19.3 

11.7 

95.4 

234.8 

37,113,293 

0.381 

16.5 

16.9 

－ 

96.6 

182.8 

35,694,336 

0.380  

14.0 

15.4 

－ 

96.1 

150.6 

37,252,008 
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（２）施設整備水準等の現況 

 ○道路 

  本市の市道整備は、令和２年度末で改良率が 75.1％、舗装率は 72.1％となっている。 

  ３地域の道路は、住民生活や産業活動に欠かせない社会基盤であり、これまで過疎対策 

 の主要事業として位置づけ、計画的に整備を図ってきた。 

  しかし、３地域では集落が点在しているため集落間の距離が長く、コスト面から整備が 

 遅れ、令和２年度末の道路改良率は 57.4％、舗装率は 51.0％にとどまっている。 

 

○水道・下水道 

  本市の水道普及率は 96.3％、水洗化率は 69.4％となっている。 

  ３地域においては水道の普及率が 99％台に達しており、安定した水道水の供給は確保し 

 ているものの、耐用年数を経過した管路の更新や老朽化した水道施設の改修・耐震化が喫 

 緊の課題となっている。また、３地域の下水道はいずれも供用を開始しており、３地域に 

 おける令和２年度末の下水道普及率は 60.0％となっている。 

  なお、脇野沢地域の九艘泊地区と寄浪・蛸田地区には漁業集落排水施設をそれぞれ設置 

 している。 

 

○病院・診療所 

  本市には、下北地域の中核となるむつ総合病院のほか、３地域にそれぞれ診療所が整備 

 されている。高齢化の進行に伴い、安心して暮らせる居住環境を形成するためには医療体 

 制の充実が不可欠となっているが、慢性的な医師不足や施設の老朽化、脆弱な経営環境等 

 により、十分な医療の提供ができない状況となっている。 

 

 ○小・中学校 

  本市では、少子化と過疎化の急速な進行に伴う児童生徒数の減少から、これまで学校の 

 統廃合を進めており、令和８年４月１日時点で、小学校 10 校、中学校９校があり、３地域 

 ではそれぞれ小学校、中学校各１校の設置となっている。また、小中一貫教育推進のため、 

 計画的な環境整備を行っており、川内地域及び脇野沢地域には併設型小中一貫校を整備し 

 ている。 
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表２－２ 主要公共施設等の整備状況 

  【むつ市全体】 

区     分 
昭和 55 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市 町 村 道 

  改 良 率（％） 

  舗 装 率（％） 

農 道 

  延   長（ｍ） 

耕地１ha 当たり農道延長（ｍ） 

林     道 

  延   長（ｍ） 

林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率（％） 

水 洗 化 率（％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数    （床） 

 

23.7 

36.8 

 

－

31.1 

 

－ 

1.3 

90.5 

－ 

 

8.6 

 

38.4 

51.1 

 

－

33.4 

 

－ 

1.5 

89.9 

49.0 

 

8.8 

 

49.6 

61.1 

 

－

36.7 

 

－ 

1.7 

93.3 

70.8 

 

8.9 

 

73.7 

69.8 

 

－

28.2 

 

－ 

1.6 

97.0 

64.2 

 

9.9 

 

75.1 

72.1 

 

166,289.5 

－ 

 

97,287 

－ 

96.3 

69.4 

 

10.8 

 

 

  【３地域】 

区     分 
昭和 55 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市 町 村 道 

  改 良 率（％） 

  舗 装 率（％） 

農 道 

  延   長（ｍ） 

耕地１ha 当たり農道延長（ｍ） 

林 道 

  延   長（ｍ） 

林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率（％） 

水 洗 化 率（％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数    （床） 

 

25.7 

28.5 

 

－ 

37.7 

 

－ 

0.9 

98.9 

－ 

 

6.7 

 

41.3 

34.3 

 

－ 

43.2 

 

－ 

1.0 

99.8 

30.1 

 

7.1 

 

47.9 

42.0 

 

－ 

55.2 

 

－ 

1.0 

99.4 

70.8 

 

8.9 

 

56.2 

49.4 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

99.3 

－ 

 

1.9 

 

57.4 

51.0 

 

86,233.5 

－ 

 

57,657 

－ 

99.1 

70.9 

 

2.8 
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（注）１ 取得不能な数値については「-」とする。 

２ 上記区分のうち、平成 22 年度以降の市町村道の「改良率」と「舗装率」及び平成

22 年度以降の「水道普及率」並びに「水洗化率」以外のものについては、公共施設

状況調査（総務省自治財政局財務調査課）の記載要領による。  

３ 上記区分のうち、平成 22 年度以降の市町村道の「改良率」及び「舗装率」につい

ては、国土交通省の「道路施設現況調査」の記載要領を参考に次の算式により算定す

る。  

改良率＝改良済延長／実延長  

舗装率＝舗装済延長／実延長  

４ 上記区分のうち、平成 12 年度までの「水道普及率」については公共施設状況調査

の記載要領によることとし、平成 22 年度以降については、公益社団法人日本水道協

会の「水道統計」の数値を使用する。  

５ 上記区分のうち「水洗化率」については、次の算式により算定する。なお、基準日

はその年度の３月 31 日現在とする。また、ＡからＣまでについては公共施設状況調

の記載要領に、Ｄについては一般廃棄物処理事業実態調査（環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部廃棄物対策課）の記載要領による。  

水洗化率＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／Ｅ  

Ａ：むつ市の公共下水道現在水洗便所設置済人口   

Ｂ：むつ市の漁業集落排水施設現在水洗便所設置済人口  

Ｃ：下水道事業計画区域内の合併処理浄化槽処理人口  

Ｄ：下水道事業計画区域内の単独処理浄化槽処理人口（※） 

Ｅ：下水道事業計画区域内の住民基本台帳登載人口  

※処理状況調査票〔市町村用〕中、「浄化槽人口」から「合併処理浄化槽人口

（農業集落・漁業集落排水処理施設人口含む）」を差し引いた数値。 
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４．地域の持続的発展の基本方針 

  「むつ市過疎地域自立促進計画」及び「むつ市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～ 

 令和７年度）」に基づき、３地域のインフラ整備や産業振興を図る事業など、様々な対策 

 を行った結果、公共施設等の整備が進み地域住民の生活環境が改善したほか、農林水産物 

 のブランド化が進むなどの成果が表れた。しかし、３地域の人口減少及び少子高齢化は年々 

 進行しており、これまでの計画によって整備した施設等の維持や、農林水産業の担い手不 

 足が課題となっている。近年は、若い世代を中心に都市部から過疎地域の農山漁村へ移住 

 しようとする田園回帰の潮流が高まるとともに、情報通信等における革新的な技術の創出、 

 リモートワークなど情報通信技術を利用した働き方への取組など、過疎地域の課題の克服 

 に資する新たな動きが生まれているところであり、こうした動きを加速させ、持続可能な 

 地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組む 

 ことが求められている。 

  その中、本市においては、「青森県過疎地域持続的発展方針」を踏まえて、将来像の実現 

 に向けて、基本方針に基づき各種施策に取り組むことにより、３地域が人口減少に伴う様々 

 な課題を乗り越え、１人でも多くの方が、「ここで暮らしたい」と思える魅力ある地域と 

 なることを目指していく。 

 

○将来像（基本理念） 

「笑顔かがやく 希望のまち むつ」 

 人口減少や少子高齢化の進行、市民のライフスタイルや価値観の多様化等により、地域課

題は複雑化してきている。 

 そのような中で、豊かな自然環境や各地域に伝承されている伝統文化等の特色ある地域資

源に恵まれた本市は、下北地域の中心市としての役割を担い、将来にわたって人と自然がと

もに輝く持続可能なまちづくりが求められている。 

 そのため、本市は、こどもから高齢者まで、全ての市民が笑顔で輝き、未来に向かって輝

く夢や希望が持てるようなまちの実現を目指し、「笑顔かがやく 希望のまち むつ」を将

来像に掲げ、まちとしての持続性を確保するとともに、地域医療、住民に身近な生活交通、

集落の維持及び活性化等の住民の安全・安心な暮らしについて、その確保を図るために過疎

地域持続的発展事業に取り組んでいくものとする。 

 

○基本方針（まちづくりの方針） 

 本市の将来像である「笑顔かがやく 希望のまち むつ」の実現のために、「活力あるむ

つ市の創生」、「教育・子育て環境の向上」、「高齢者福祉・医療・暮らしの充実」、「デジ

タル化の推進」、「危機管理・防災力の向上」を方針として、それぞれの分野において目標を

定め、地域資源を生かしながら、行政だけではなく市民や事業者等と役割を分担し、市民協

働のまちづくりを目指すものとする。 
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・活力あるむつ市の創生 

  下北ジオパークや特産品等の地域資源を生かした経済の持続的成長とともに、積極的な 

 シティプロモーションや雇用の安定と確保に努めることで、人口減少に歯止めをかけ、活 

 力あるまちづくりを推進する。 

  併せて、まちを元気にする市民協働の取組や市民の主体的な活動等を推進する。 

 

・教育・子育て環境の向上 

  未来を担うこどもたちの夢や志の実現に向け、困難な状況においても主体的に、協働し 

 て乗り越えられるよう、子育て環境や教育環境の整備を推進し、地域、学校、家庭が一体 

 となって支援する。また、市民の学習ニーズに応えられるよう、高等教育機関とも連携し 

 ながら学習機会を提供し、地域人材の育成を推進する。 

  

 ・高齢者福祉・医療・暮らしの充実 

  福祉・医療機関や健康づくり環境が充実し、自然環境の保全や都市環境が整備され、誰 

 もが心身ともに健やかで快適に暮らすことができるまちづくりを推進する。また、時代に 

 即した真に必要な事務事業を見極めながら、効果的かつ効率的な行財政運営と強固な財政 

 基盤の確立を推進する。 

 

・デジタル化の推進 

  行政を始め、地域全体でＤＸを実践しながら、消費者ニーズを捉えた地域産業の生産性 

 の向上や産業環境の整備を目指すとともに、デジタル技術やデータ、ＡＩ等の活用により、 

 業務の効率化を図ることで、さらなる行政サービスの向上へつなげる。 

 

・危機管理・防災力の向上 

  誰もが安全で安心して暮らせる毎日を実現するため、防災や消防に係る施設や設備等の 

 整備を計画的に進めるとともに、市民一人ひとりの安全・安心に対する意識の醸成を図り、 

 地域全体で守る仕組みや体制づくりを推進する。 
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５．地域の現状と今後の展望 

（１）川内地域 

 

 

 

ア．地域の現状 

  本地域は、人口減少及び少子高齢化が顕著であり、ピーク時の人口（昭和 36 年（1961 

 年）：住民基本台帳）は 10,996 人、合併直後の人口（平成 17 年（2005 年）３月末：住民 

 基本台帳）は 5,551 人であったものが、現在の人口（令和７年（2025 年）12 月末：住民基 

 本台帳）は 2,928 人まで減少している。また、65 歳以上の人口は地域全体の人口の過半数 

 を超えており、現在の高齢化率は 50.5％となっている。 

  人口減少及び少子高齢化が早いペースで進んでおり、町内会や地区会では会員の減少、 

 役員の高齢化等により地域活動や地域文化の継承等にも影響が及んできている。さらには、 

 基幹産業である漁業や商店街の後継者不足等により、地域産業の衰退と地域経済の縮小が 

 深刻な課題となっている。 
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イ．今後の展望 

  地域コミュニティの衰退、地域経済規模の縮小に歯止めをかけ、持続可能な地域づくり 

 を進めるには、人口減少及び少子高齢化を抑制していかなければならない。 

  そのためには、高校卒業後、進学先又は就業先を求めて地元を離れざるを得ないこども 

 が多くいる中で、産官学金連携による人材育成・企業力向上等に取り組むことで、地域の 

 次代を担う「人づくり」と魅力ある「仕事づくり」に努める必要がある。 

  本地域の基幹産業である漁業については、現行のホタテ養殖及びナマコ採捕を中心に安 

 定した流通の確保、販路拡大、資源確保及び付加価値の研究を行い、所得の向上につなげ 

 ることで後継者の育成を図っていく必要がある。 

  さらには、地域経済の縮小を抑えるために、湯野川温泉郷、川内川渓谷、ダム湖等の地 

 域の豊かな自然や、ぶどう栽培から醸造までを地域で一貫生産している下北ワイン等の地 

 域特産品を活用し、観光ルートの充実やワーケーション事業の可能性等の関係人口及び交 

 流人口の拡大を模索しているが、老朽化する温泉施設を含めた観光施設のあり方を見直す 

 必要があり、「むつ市公共施設等総合管理計画」との整合を図りながら地域住民及び来訪 

 者が快適に使用できるような施設の整備を検討していかなければならない。また、地域お 

 こし協力隊として地域外の人材を積極的に受け入れ、地域の魅力を多角的に捉えて生かし 

 たまちづくりを実施するほか、過疎化の進行、さらなる悪循環の加速を防ぐため、町内会、 

 地区会、商工会、漁業協同組合、地元企業等の関係機関との連携をより緊密に、持続可能 

 な地域づくりに取り組む。 
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（２）大畑地域 

 

 

 

ア．地域の現状 

  本地域は、人口減少及び少子高齢化が顕著であり、ピーク時の人口（昭和 37 年（1962 

 年）：住民基本台帳）は 13,719 人、合併直後の人口（平成 17 年（2005 年）３月末：住民 

 基本台帳）は 9,281 人であったが、現在の人口（令和７年（2025 年）12 月末：住民基本台 

 帳）は 5,383 人まで減少している。また、65歳以上の人口は年々増加し、現在の高齢化率 

 は 47.5％となっており、近い将来 50％を超えるものと予想される。 

  地域経済は、基幹産業である漁業が、近年のスルメイカの不漁や資源の減少等により、 

 水揚数量、金額ともに大きく下落しており、廃業等により漁協組合員数も減少の一途をた 

 どっている。 

  観光面においては、下北半島有数の観光地である薬研温泉郷のホテル・旅館の閉館・廃 

 業により、宿泊者数が減少し、地域経済への影響が大きな課題となっている。 
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イ．今後の展望 

  地域活動及び地域経済を今後も持続可能とするために、本地域の「人づくり」、「仕事づ 

 くり」に努めることで、人口減少をある程度抑制するとともに、関係人口及び交流人口の 

 拡大を図っていかなければならない。また、小学校に併設した大畑庁舎は、市民に寄り添 

 う相談窓口のほか、地域コミュニティ形成の場や防災機能等の様々な役割を担う地域の拠 

 点であることから、地域活動を支える町内会、民生委員、祭事関係等の各種団体と積極的 

 に関わり、活動を維持・推進していく必要がある。 

  基幹産業である漁業に関しては、大畑町漁業協同組合と連携し、地方卸売市場大畑町魚 

 市場の「優良衛生品質管理市場・漁港」の認定を目指し、市場の利用の促進を図るととも 

 に、若手漁業者を中心とした地元有志による漁業体験や広報活動を側面からサポートして 

 いく。また、地域の主力ブランド品である「海峡サーモン」に関しては、ブランド力の強化 

 を図り、イベントや商品開発による販売促進、販路拡大を図る。 

  観光に関しては、全国へ誇る風光明媚な薬研温泉郷への誘客促進のため、大畑町観光協 

 会や薬研温泉開湯４００年祭実行委員会等の関係機関と連携しながら、地域の食、文化、 

 歴史等の地域の魅力を発信し、交流人口の拡大、地域経済に寄与する仕組みづくりに取り 

 組んでいく。さらに、「自然、食、癒し」を求める若い世代をターゲットとしたＵＩＪター 

 ン施策について検討し、人口減少に歯止めをかける一つの方法として推進する。 
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（３）脇野沢地域 

 

 

 

ア．地域の現状 

  本地域は、３地域の中で最も人口減少及び少子高齢化の進行が著しく、ピーク時の人口 

 （昭和 37 年（1962 年）：住民基本台帳）は 5,158 人であったが、合併直後の人口（平成 17 

 年（2005 年）３月末：住民基本台帳）は 2,631 人と、およそ半数に減少し、さらに現在の 

 人口（令和７年（2025 年）12 月末：住民基本台帳）は 1,150 人と、約 60 年で４分の１以 

 下にまで減少している。また、65 歳以上の人口は地域全体の人口の過半数を超えており、 

 現在の高齢化率は 62.7％となっている。 

  桜のライトアップ、花火の打上げなど新たな企画に取り組み、定期的にイベントを開 

 催しているものの、これまで地域を支え活性化に取り組んできた住民の高齢化が進み、未 

 来を担う世代の人口が少ないため、伝統の継承、産業の存続、地域の維持等が困難となる 

 おそれが生じている。 
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イ．今後の展望 

  本地域の地域資源を生かし、特色に合った地域づくり、基幹産業での担い手の育成・確 

 保、新たな雇用創出の観点から６次産業化等の産業の創出や育成、さらに交流人口の拡大 

 等の推進が必要である。 

  その点で、本地域は地理的に本市において最も僻遠の地にあるものの、自然の特色は目 

 を見張るものがある。下北ジオパークでも注目されている鯛島、西海岸の奇岩、山地の古 

 木、巨木、霊長類として世界最北限に生息するニホンザル、国指定特別天然記念物のニホ 

 ンカモシカ、海においては生態的に解明されていないことが多いカマイルカ、真冬に回遊 

 する真鱈を始めとする水産資源、海や山でのアウトドア・アクティビティの可能性など、 

 コンパクトな地域ながら国内外に訴求すべき魅力にあふれている。 

  本地域では、市町村合併以前の村時代から地域の魅力を前面に押し出し、昭和 60年度に 

 は、当時の国土庁から「リフレッシュふるさと推進モデル事業」の指定を受けるなど、活 

 性化を図ってきたところであるが、現状においては、地域の担い手不足が大きな阻害要因 

 となっている。 

  これらを踏まえ、担い手の育成や産業の創出を目指すため、外部人材（ＵＩＪターン） 

 である「地域おこし協力隊」の導入、また、暮らしの課題に対応するため地元人材による 

 「地域おこし団体」と連携を図るなど、積極的な取組が必要である。 

  さらには、整備が計画されている新たな施設を拠点として、地域のにぎわいを生み出す 

 ため、供用開始までにＰＲ活動や知名度の向上を図り、地域住民の利用促進及び交流人口 

 の増加を目指す。 
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６．地域の持続的発展のための基本目標 

  基本方針に基づき、３地域による持続可能なまちづくりを推進することで、計画期間の 

 ５年間を通じて人口減少率の上昇を防止することを目指す。 

基本目標 基準値（Ｒ７年３月末） 目標値（Ｒ13 年３月末） 

３地域の人口 

（住民基本台帳） 
9,660 人 8,611 人 

 

  【参考】各地域の目標 

 基準値（Ｒ７年３月末） 目標値（Ｒ13 年３月末） 

川内地区（減少率 年 2.4％） 3,004 人 2,676 人 

大畑地区（減少率 年 1.7％） 5,474 人 5,011 人 

脇野沢地区（減少率 年 4.9％） 1,182 人   924 人 

 

 

７．計画の達成状況の評価に関する事項 

  「むつ市総合経営計画」との整合性を図るため、達成状況等の進捗管理を一体的に行い、 

 地域住民と外部有識者で構成される審議会によって毎年度評価を実施し、結果を市ホーム 

 ページで公表する。 

 

 

８．計画期間 

  計画期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間とする。 

 

 

９．公共施設等総合管理計画との整合 

  「むつ市公共施設等総合管理計画」には、以下のように記載されている。 

 

（１）推進体制 

  公共施設マネジメントの取組を分野横断的に推進するため「むつ市公共施設等活用検討 

 会議」を組織し、取組の検証・改善や計画の見直し、新規整備の検証、施設再編の検討等の 

 調整を行うとともに、必要に応じて庁議や政策調整会議に諮るなど全体計画の進捗管理を 

 行う。また、施設経営課は、事務局として公共施設マネジメントの進行管理や必要な施設 
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 情報の収集、所管課との連絡調整等を行う。所管課は、施設の保全や長寿命化等を担うこ 

 ととなるが、施設の複合化等により一棟の建物に複数の部署が関与する場合は、必要に応 

 じてチームを編成し検討を行っていくことで効率的な事務事業の推進を図る。 

 

（２）施設情報の一元管理と共有化 

  全庁的に公共施設マネジメントを推進していく上では、公共施設に係る整備状況や維持 

 管理費用等の施設情報を一元管理することが非常に重要となる。そのため、物理的属性や 

 資産の評価情報等も包括した地方公会計における固定資産台帳及び施設カルテ（建物の概 

 要や改修等の履歴、管理に係る経費のほか、利用状況等の情報をまとめたもの）を整備し、 

 情報共有に努めるとともにその施設情報を本計画の見直しや実施計画の策定・見直しに活 

 用する。 

 

（３）３つの最適化 

  公共施設等を最適に管理運営し、次世代に負担を残さない公共サービスを実現するため、  

 公共施設マネジメントに取り組み、その柱として３つの最適化の目標を掲げ推進する。 

 

 ①「量」の最適化 

   これまでは社会情勢の変化や多様な行政需要に対応して公共施設等を建設してきた。 

  しかしながら、今後、少子化の進展等による人口減少に伴い、公共施設等の総量は、こ 

  れまでと比較するとさらに過剰な状況となり、全てを同様に維持することは困難になる 

  と予想される。このことから、施設の数や床面積等を増やさないことを基本に、一定の 

  役割を終えた施設の廃止、施設機能の集約や複合化を行うことで発生そのものを抑制し、 

  市の人口や財政の規模に合わせた「量」の最適化を推進する。 

 

②「省」の最適化 

   本市は、極めて厳しい財政状況にあり、今後、一層厳しくなると見込まれていること 

  から、公共施設等の維持更新に対する財源が益々不足することが予想される。このため、 

  現在の公共施設等の管理運営面において、改善の視点から無駄な費用が発生していない 

  か、安全かつ安心な施設環境が確保されているか、また、施設の有効な利活用が進んで 

  いるかなど、再点検や見直しを図る「省（セイ）」の最適化を推進する。    

 

③「質」の最適化 

   施設の老朽化や機能の陳腐化が否めない状況である。今後、施設の大規模改修や更新 

  時期の集中を回避する必要があることから、施設の品質を適正に保ち、長期的に健全な 

  状態を維持する必要がある。また、公共施設等を適切に機能させるためには、災害対策 

  の強化や環境への配慮、誰もが使いやすい施設機能の充実など、新たな時代の要請に応 

  えることも重要になる。そのためにも、現状の一般財源の投資額を超えずに、それらに 
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 即応するための手法としてＰＰＰ（行政と民間がパートナーを組んで事業を行うこと）な 

 ど、新しい公共サービスのあり方を検討し、豊かな市民生活を創造するための「質」の最 

 適化を推進する。 

 

 本計画に記載された全ての公共施設等の整備は、以上に記載されたむつ市公共施設等総合

管理計画の基本方針に適合している。 

 


